
令和７年度中小企業事業継続力強化支援事業業務委託

仕様書（案）

１ 業務名

中小企業事業継続力強化支援事業業務

２ 履行期限

令和８年３月３１日（火）

３ 業務の目的

本県は，活火山が多く，加えて台風等の風水害も多く発生している。さら

に近年は新たな感染症の流行など経営環境が一変する緊急事態が発生してい

る。平素からの事業継続の備えを怠った場合，事業復旧の遅れや消費者の購

買意欲の減退などにより，売上の急激な減少に見舞われ，事業の縮小や廃業

が増える恐れが高まり，地域経済への影響が危惧される。

本県のＢＣＰ策定の取組をより加速させ，中小企業の事業継続力強化を図

るため，事業継続力強化計画や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に関する伴走

支援を行う。

４ 業務の内容

受託者は，本仕様書に従い，提出された企画提案書に基づいて，以下のと

おり業務を実施するものとする。

⑴ 事業継続力強化計画・ＢＣＰ策定に向けたワークショップの開催

・ 策定に必要なスキルや人材が不足している中小・小規模企業者を対象

に，ＢＣＰ策定のベースとなる，防災・減災に係る事前対策・初動対応

を中心とした事業継続力強化計画の策定・認定までをサポートするワー

クショップを県内３地域（鹿児島市，鹿屋市，奄美市）で開催する。（各

３時間×２回，３地域で計７０社程度）

・ また，事業継続力強化計画をベースとして自社のリスクをより幅広く

網羅し，復旧対応までを組み込んだＢＣＰ策定のワークショップを鹿児

島市で開催する。（３時間×２回，２０社程度）

・ ワークショップの開催方法については，対面とオンラインを併用した

ハイブリッド形式で開催する。

⑵ アドバイザーによる伴走支援

・ ワークショップ参加企業が事業継続力強化計画の策定や認定手続き等

について相談できる窓口（アドバイザー）を設置。ＢＣＰ策定や計画策

定以後のＢＣＭに関する相談・助言も併せて行う。

ア ＢＣＰ普及に向けた広報活動



イ ワークショップに参加する企業の掘り起こし

ウ 個別企業の支援

ワークショップの時間の制約上，策定完了が難しい企業に対し

て，個別企業ごとにアドバイザーによる策定支援を行う。特に，策

定の進捗状況を定期的にヒアリングし，策定の取組が円滑に進むよ

う適時適切なアドバイスを行うなど，本県における事業継続力強化

計画の認定状況等を踏まえ，事業継続力強化計画，ＢＣＰ完成まで

積極的かつ丁寧に支援に努めること。

⑶ 県内中小企業のＢＣＰ策定率等調査

中小企業支援機関等を通じて，県内中小企業者のＢＣＰ策定率等のアンケ

ート調査を実施する。（有効回答企業数５００社以上）

なお，調査対象先のリスト等は提供しない。

⑷ 事業実施概要書の作成

事業実施概要書（ワークショップ開催結果，取組事例等）を作成し，ＢＣ

Ｐに係る意識醸成のため，中小企業関係団体等に配布する。概要書（１部）

及びＰＤＦデータを県に提出する。

印刷仕様：Ａ３見開き両面印刷

印刷部数：２００部（うち３０部は県に納品）

配布方法：中小企業関係団体等に郵送

５ 状況報告

受託者は，県に対し，適宣，業務実施に係る状況報告を行う。

「アドバイザーによる伴走支援」については，ワークショップ終了後，

毎月５日までに前月の支援実績（相談件数・企業数，支援先企業のリスト，

計画策定完了後件数等）の報告を行う。

６ 実績報告

受託者は，本業務の完了に併せて，業務の成果を記録した実績報告書（様

式は任意）を作成し，以下のとおり提出する。

なお，作成する実績報告書等は，ワークショップ等の様子を撮影した写

真を貼付するなど，工夫すること。

⑴ 成果物

ア 実績報告書：１部

イ 事業実施概要書：１部

ウ チラシ：１部

エ ＢＣＰ策定率等調査結果報告書：１部

オ その他提出すべき資料

⑵ 提出期限

令和８年３月３１日（火）



⑶ 提出先

鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課

７ 著作権等

⑴ 本業務の遂行により生じた著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定

める権利を含む）は，すべて県に帰属する。

⑵ 第三者が権利を有する著作物（写真等）を使用する場合には，著作権，

肖像権等に厳重な注意を払い，当該著作物の使用に関して費用の負担を含

む一切の手続を受託者において行う。

⑶ 本仕様書に基づく業務に関し，第三者との間で著作権に係る権利侵害の

紛争等が生じた場合には，当該紛争等の原因が専ら県の責めに帰す場合を

除き，受託者は自らの責任と負担において一切を行う。

８ 機密保持等

⑴ 本業務を実施するに当たって，業務上知り得た情報は，開示，漏えい，

又は本業務以外の用途に使用しないこと。

⑵ 受託者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は，

それに伴う弁済等の措置はすべて受託者が負担すること。

⑶ 以上について，受託者は，業務終了後においても同様の取扱いとする。

９ 個人情報保護

⑴ 業務を実施する中で入手した個人情報の取扱いについては，個人情報保

護法等の法令遵守に加え，別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

⑵ 関係者等に対しメールで連絡する場合は，他の受信者のメールアドレス

が閲覧できないようBCC機能により送信するなど，個人情報の流出防止に

万全を期すこと。

１０ その他

本業務の実施にあたり，疑義が生じた事項については，その都度，県と受

託者の両者で協議を行った上で決定する。


